
作成責任者名

政策体系上
の

位置付け
平成29年8月

119 51兆円 平成23年度 55兆円 59兆円 65兆円 70兆円 75兆円 75兆円 平成28年度

120 136千件 平成23年度 151千件 163千件 158千件 173千件 179千件 165千件 平成28年度

84 70 32 24

(77) (59) (27)

- - - -

- - -

- - - -

- - -

- - - 23

- - -

167 130 106 14

(164) (125) (98)

-

-

119

119

-

-

-

120

119

28年度
評価結果 目標値

平成２９年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（国土交通省２９－㉛　）

施策目標 ３１　不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する 担当部局名 土地・建設産業局 不動産業課長　中田　裕人

27年度
（百万円）

29年度
当初

予算額
（百万円）

９　市場環境の整備、産業の生産性
向上、消費者利益の保護

政策評価実
施

予定時期

業績指標

実績値

業績指標の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等目標値
設定年度

目標年度27年度

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）

119

関連する
業績指標

番号

施策目標の概要及び達成すべき目標
不動産市場の透明性を確保し、取引の円滑化・活性化を図るため、不動産取引や不動産市場に関する
情報の整備・提供の充実を図るとともに、安心・安全のための消費者保護施策等を進めていくことによ
り、不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進していく。

施策目標の
評価結果

・主な不動産の証券化手法であるＪリートスキーム等の活用により証券化された不動産の資産額累計は、Ｊリート等が取得した
不動産の取得額の累計であるため、Ｊリート等の不動産取得の状況は、不動産投資市場の環境整備の推進による不動産市場
の拡大ならびに活性化の状況を示す指標であるため。
・目標値については、直近5年間の不動産証券化実績及び日本再生戦略（2012.7.31閣議決定）において、Jリートの資産規模を
2015年度の中間目標において2011年度比で40％増を目標としていること、さらに不動産特定共同事業法が改正されれば、新た
に需要喚起されること等を勘案し、75兆円を目標値として設定。

不動産証券化実績総額

達成手段の目標（29年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

クラウドファンディング等を活用
した遊休不動産ストックの再生
の推進業務
（平成29年度）

新29-28

-

-

地方公共団体等の公的主体を対象に、不動産証券化手法等による公的不動産（ＰＲＥ）の活用のあり方に関する手引書の
普及を行うとともに、公的不動産（ＰＲＥ）活用に取り組む地方公共団体を対象に、専門家派遣等や民間活力の導入に関す
る事業条件の設定に係る検討を通じて、不動産証券化手法等による公的不動産（ＰＲＥ）の活用促進を図る。
デベロッパー、事業運営者(オペレーター)、医療関係者等を対象に、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム等のヘル
スケア施設を取得・運用するヘルスケアリートの普及啓発等の取組を継続し、更なる活用を図る。
不動産特定共同事業法の適切な執行のため、事業者に対する適切な監督を行うとともに、不動産証券化手法を活用した不
動産再生事業を促進するため、ガイドラインの普及啓発等の取組を継続し、地域の老朽施設改修等の再生事業の促進を
図る。

不動産証券化の推進に関する
経費
（平成26年度）

小規模不動産特定共同事業の円滑な事業推進に向けて、リノベーション業者やリフォーム業者、金融、法律等の専門家を
活用し、事業関係者による連絡会議を開催をするとともに、事業の参入が見込まれる事業者等へ専門家派遣を行い、情報
収集・分析、及びアドバイスを実施する。また、事業者への専門家派遣を通じて得られた知見等も踏まえ、小規模不動産特
定共同事業者の登録を目指す事業者に向けたモデル約款及び実務手引書、パンフレットの作成を行う。

28年度
（百万円）

Jリート・SPCが取得する不動
産に関する租税特別措置
（平成10年度）

特例事業者による不動産取得
に係る不動産流通税の特例措
置
（平成25年度）

24年度 25年度 26年度

29年度
行政事業レビュー

事業番号

26年度
（百万円）

・宅地建物取引業法は、専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に指定流通機構への物件情報の登録
及び成約情報の報告を義務づけている。よって指定流通機構における売却物件の成約報告件数は、中古物件の流通市場の担
い手である宅地建物取引業者が関与する中古物件の取引量を反映しており、不動産流通市場の環境整備の推進による不動産
市場の拡大、活性化の状況を示すものであることから業績指標として採用。
・目標値については、平成１８年度から平成２３年度にかけての成約報告件数の伸び（年平均３.６％）が、平成２４年度以降５年
間継続するものとした件数（１５７千件）に、中古住宅流通市場の活性化の施策の効果等を見込み（５％増）、当該目標値を設定
した。

(2)

(3)

328

(4)

初期値

(1)

Jリート等の不動産取得コストを軽減することにより、不動産の証券化を推進し、豊富な民間資金によりJリート等による不動
産の取得・その後の長期間に渡る適切な維持管理・バリューアップ等が促進されることで、①優良な都市ストックの形成・維
持、開発の促進等による地域経済の活性化、②政府としてデフレ認識が引き続き示されている中、Jリート等が有力な買い
手として、透明性の高い適正価格での取引を行うことによる資産デフレからの脱却を確実なものとする。また、不動産証券
化の推進により約1,700兆円といわれる個人金融資産を不動産市場に振り向ける。

特例事業者が取得する不動産に係る不動産流通税を減免することにより、特例事業者による不動産証券化を推進すること
で、建築物の耐震化や老朽不動産の再生、民間施設の整備など都市機能の向上への民間資金の導入を促進する。

指定流通機構（レインズ）における売却物件に係る各
年度の成約報告件数

不動産市場の活性化を推進するため、既存住宅の取引におけるインスペクションや適正な価格査定の普及・定着等を図
る。

達成手段の概要

不動産市場整備・活性化の推
進
（平成24年度）

326(5)



- - - 66

- - -

- - - 110

- - -

25 15 14 21

(16) (12) (13)

16 16 16 16

(15) (15) (15)

18 18 18 18

(18) (18) (17)

6 6 6 6

(6) (6) (6)

461 291 71 144

(459) (271) (68)

33 33 33 33

(33) (33) (33)

317 275 268 246

(297) (255) (247)

129 115 70 63

(128) (108) (69)

・全国版空き家・空き地バンクにかかる仕組みの構築：1件
・空き家・空き地等の流通促進のために先進的な取組を行う
不動産関連団体等への支援数：40件

・急増する空き家の活用・除却の推進における賃貸・売却用
等以外の「その他空き家」数（数値の把握頻度：5年に1度）：
400万戸（37年度）
・空き家等の流通促進業務における不動産関連団体と地方
公共団体との連携数（協議会等数）：500件（33年度）

・売買による土地取引件数：140万件（33年度）
・不動産取引価格情報を掲載しているホームページのアクセ
ス件数：9400万件（33年度）

不動産価格指数のホームページでの年間公表回数：12回

-

-

-

土地総合情報ライブラリーの土地基本調査に関連するアク
セス件数：200万件（32年度）

統計の公表：3件

土地総合情報ライブラリーの土地基本調査に関連するアク
セス件数：200万件

不動産取引価格情報の提供件数：330万件

・売買による土地取引件数：140万件（33年度）
・不動産価格指数を公表するホームページのアクセス件数
：13万件（33年度）

319

320

321

(14)

(15)

各都道府県知事が、毎年7月1日における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定を行う。国土
交通省は、各都道府県が毎年実施した地価調査の結果の提供を受けて、全国・圏域別の集計・分析を行い公表する。

空き家・空き地の新たな流通・
利活用スキームの構築のため
の調査・検討経費
（平成29年度）

・CSV・API方式での提供に向けたデータ作成・システム改修
等：1式(29年度)
・CSV・API方式での提供を開始した地価公示情報の件数：
26,000件(30年度)

・地価公示情報を掲載しているホームページのアクセス件
数：3,900万件
・不動産取引価格情報を掲載しているホームページのアクセ
ス件数：9,300万件

-

-

(12)

土地関連統計調査経費
（昭和45年度）

取引価格等土地情報の整備・
提供推進経費
（平成9年度）

(6)

新29-29

マクロ経済政策と連携した土地
政策推進のための不動産動向
指標等の構築経費
（平成23年度）

不動産情報基盤の整備
(平成29年度)

新29-27
地価公示情報・不動産取引価格情報の公開データの充実を図るとともに、CSV形式・APIによるデータ提供、タブレット・ス
マートフォン対応のためのインターフェイス改善を行う。

都道府県地価調査等経費
（昭和49年度）

経済政策・土地政策の推進のために必要な基礎資料（国民経済計算における土地賃貸料の推計、土地資産額の推計等）
を得ること及び統計が広く国民に活用されることを目的として、法人の土地・建物及び世帯の土地について、その所有及び
利用の状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにする。

(13)

(7)

物件情報の登録フォーマットを統一化した標準的な空き家・空き地バンクシステムを整備し、全国の空き家・空き地バンク物
件をワンストップで閲覧することが可能なよう措置する。民間の不動産情報サイトとも連携しながら、全国どこからでも消費
者のニーズに応じた物件の検索が可能なシステムを導入する。また、空き家等の流通モデルの構築・普及に向け、関係者
が連携して空き家等の流通促進のために先進的な取組を行う不動産業団体等を支援する。

-

土地基本調査経費
（平成4年度）

-

315 -

318

(8)
土地利用計画の利活用に関す
る経費（平成12年度）

都道府県地価調査基準地数：21,675地点（H28の実績数。
H29については未定)

・地方公共団体が国土利用計画法に基づき土地取引規制に
関する指定を行う区域数（社会的・経済的事情に照らして、
相当程度を超えて地価上昇するなど、適正な地価が形成さ
れていないと認められる地域が対象）：0地区(32年度)

・地価調査情報を掲載しているホームページのアクセス件数
：35,100,000件（32年度）

-
土地政策の企画・立案を行う際の基礎資料として活用するとともに、広く国民に活用されることを目的として、企業の土地取
得状況や過去1年間に全国で行われた土地取引の実態の把握、国及び地方公共団体における土地の所有・利用に関する
情報について整備・分析を行う。

不動産の取引価格情報については、不動産の所有権移転登記があった物件（法務省の登記異動情報により把握）につい
て、買主に対するアンケート調査を行い、当該不動産の取引価格、面積・形状等の情報を収集している。 これらを、土地総
合情報ライブラリー（国土交通省ホームページ）において提供している。

IMF等の国際機関が共同で作成した、不動産価格指数の作成に関する国際指針を踏まえて、日本銀行や金融庁などと連
携しつつ不動産価格の動向を適時・的確に把握する指標等を構築し、提供する。

314 -

土地白書の作成・公表：1件

土地総合情報ライブラリー「土地白書」のアクセス件数：
45,000件（33年度）

土地に関する動向等に関し、情報を収集し、調査・分析を行った上で、土地白書を作成し、国会へ提出することなどを通じ、
土地についての基本理念及び土地政策の重要性等について国民の関心を高め、その理解の促進を図る。

土地利用基本計画編協議実施件数：200件

土地利用総合ネットワークシステムについて、高い水準での
使用環境を維持：100万件/月

土地利用基本計画は、都道府県土の土地利用の基本方向を示すとともに、個別規制法で策定される計画等の総合調整を
担う。国は土地利用基本計画制度の適切な運用を確保する観点から、総合調整機能の向上手法や土地利用に関する各種
データの収集・分析・応用方法等について検討する。
土地利用基本計画を変更する際の国と都道府県との協議の円滑化及び土地利用基本計画図の国民への情報提供を行う
「土地利用総合支援ネットワークシステム」について、保守点検を行う。

(10)
土地取引の円滑化に関する経
費
（平成21年度）

316 -

-

(9)
土地白書作成等経費
（平成元年度）

土地総合情報ライブラリー「土地取引の件数・面積」アクセス
件数：130万件（33年度）

国土利用計画法の土地取引届出制度の的確な運用を確保すること等により、国・都道府県等における機動的かつ的確な
土地政策の実施に役立てるとともに、国民への土地取引に関する的確な情報の提供を図る。

317(11)



49 44 43 35

(47) (35) (41)

3,442 3,630 3,691 3,691

(3,439) (3,628) (3,688)

83 26 23 23

(83) (26) (23)

7 7 7 7

(4) (7) (7)

10 8 8 4

(10) (8) (6)

20 18 10 6

(19) (15) (10)

- 30 11 14

(27) (8)

・マンション管理業の環境整備等の推進に関する指針等の
改正数（28年度：マンション管理の情報開示規定の改正、29
年度：マンション標準管理委託契約書の改正）：1件
・賃貸住宅管理業の環境整備等の推進に関する指針等の改
正数（28年度：賃貸住宅管理業者登録制度の改正、29年度：
住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書の改正）：1件

土地取引規制に関するマニュアル等を策定し、説明会を開
催した回数：1件

平成29年より実施する都道府県・政令市に向けたアンケート
において、成果実績（マニュアル等）によって「課題認識が深
まった」と回答した自治体の割合：100%（33年度）

国際対応実務マニュアル作成等、不動産市場国際化への対
応に向けた業務の実施件数：1件

地価公示標準地数：26,000地点

・地方公共団体が国土利用計画法に基づき土地取引規制に
関する指定を行う区域数（社会的・経済的事情に照らして、
相当程度を超えて地価上昇するなど、適正な地価が形成さ
れていないと認められる地域が対象）：0地区(32年度)

・地価公示情報を掲載しているホームページのアクセス件数
：35,300,000件（32年度）

調査の対象地区延べ数：400地区

-

-

・社会的・経済的事情に照らして、相当程度を超えて地価上
昇するなど、適正な地価が形成されていないと認められる地
域を、地方公共団体が国土利用計画法に基づき土地取引の
規制を行うこととして指定した区域の数：0地区(32年度)

・地価LOOKを掲載しているホームページのアクセス件数
：1,550,000件（32年度）

-

土地問題に関する国民の意識調査の公表：1件
不動産鑑定評価基準等に関する調査成果の公表件数：2件
DI調査・企業行動調査成果の公表回数：3回
投資家調査成果の公表回数：1回
不動産市場動向マンスリーレポートの公表回数：１２回

土地総合情報ライブラリー「土地問題に関する国民の意識調
査」アクセス件数：8000件（33年度）
土地総合情報ライブラリー「不動産の鑑定評価」アクセス件
数：17万件（33年度）
土地総合情報ライブラリー「DI調査・企業行動調査」アクセス
件数：21万件（33年度）
土地総合情報ライブラリー「投資家調査」アクセス件数：1万
件（33年度）
土地総合情報ライブラリー「不動産市場動向マンスリーレ
ポート」アクセス件数：7万件（33年度）

323

324

322

(17)

主要都市における高度利用地
の地価分析調査
（平成19年度）

土地取引情報分析等経費
（平成26年度）

(18)

(20)

(16)
土地市場の変化を踏まえた土
地政策実現のための経費
（平成5年度）

地価公示
（昭和45年度）

不動産の管理・流通のための
環境整備の推進
（平成27年度）

(22) 331

全国の都市計画区域等において、標準地の正常な価格を国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在で判定し公示す
る。基本的には、①２人の鑑定評価員（不動産鑑定士）の鑑定評価を求め、②地域毎に組織された分科会に所属する鑑定
評価員が地域の市場分析等を共同で実施し、都道府県毎の分科会幹事会、地方ブロック毎のブロック幹事会等において広
域的な市場分析や価格水準の検討を行い、③これらの結果について土地鑑定委員会が集計・分析を行い、公表する。

マンション管理組合が管理業者に委託している業務の実態やニーズに関する調査を実施し、当該結果を踏まえた課題等の
検討を行うことにより、マンションの中古市場の拡大に向けた環境の整備を図る。
賃貸住宅管理業者登録制度について、未登録業者及び借主、貸主等に対する制度の認知度の向上、制度のさらなる普及
促進を図ることで、賃貸住宅の管理業務の適正化を一層推進する。

-

・マンション管理会社に関する苦情相談件数：1,112件（33年
度）
・賃貸アパート、マンションに関する相談件数：27,200件（30年
度）

三大都市圏、地方中心都市等の高度利用地区について、四半期毎に、鑑定評価員（不動産鑑定士）が対象地区の不動産
市場の動向（取引価格、賃料、利回りの動向等）に関する情報を収集するとともに、不動産鑑定評価の手法による地価動向
の把握を行う。あわせて、各地区の不動産関連業者、金融機関等の地元不動産関係者からヒアリングするなど情報収集を
行う。
これらの結果をとりまとめて、国土交通省において四半期毎に「主要都市の高度利用地地価動向報告」（地価ＬＯＯＫレポー
ト）として発表する。

(21)
不動産市場国際化への対応
（平成26年度）

329 -

土地・不動産市場に影響を及ぼしている国民・企業の土地所有や賃貸等に対する意識、企業の土地取引意向・地価見通し
に関する半期毎の継続的な動向指標（DI)、住宅・マンション・オフィス市場における毎月の需給動向、公的主体における定
期借地権の活用実態等について調査・公表を行う。

(19)
鑑定評価の適正性の確保のた
めのモニタリング経費
（平成20年度）

325

327

（独）国民生活センターに寄せられる外国人が関係する不動
産取引に係る相談件数を、概ね現状の水準（年間40件程度）
から増加させない（在留外国人数自体は増加していることに
留意）

外国人との取引に関する知見やノウハウを不動産業界において広く共有することを目的とした施策を実施することで、国際
ビジネスに適切に対応するための環境の整備や不動産事業者の国際ビジネスに対する意識の改革を進める。

-

立入検査及び書面調査等の不動産鑑定業者への検査件
数：50業者

国土交通省及び公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合
会における不動産鑑定士の懲戒処分件数（同一案件による
処分を除く）
：0件（30年度）

広く第三者に影響を及ぼす証券化対象不動産及び財務諸表に係る不動産鑑定評価等を対象にモニタリングを実施し、不
動産市場の変化に応じて整備している「不動産鑑定評価基準」や「価格等調査ガイドライン」が、評価対象に応じて適切に
実務に反映されているか等を検証し、不動産鑑定業者への指導監督等を行うことにより、不当な鑑定評価が行われることを
抑止し、鑑定評価の信頼性の確保・向上を図る。

-
局地的な土地取引や巨大地震に対する防災・減災対策としての高台移転などを想定した土地取引について、土地取引の
適正な監視に関する措置を講ずることにより、新たな土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去
し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る。



4,928 4,817 4,521 4,624

(4,856) (4,722)

【閣議決定】
・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日）第２．４
・未来投資戦略（平成２９年６月９日） 第２．Ⅰ．４．（２）．ⅲ）、第２．Ⅰ．８．（２）．ⅰ）
・経済財政運営と改革の基本方針（平成２９年６月９日）第２章．３．（２）　⑤、第３章、３，（２）④

備考

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施策方針演説等のうち主なもの）


